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＊立替は、原則1万円未満の消耗品等に限り
認めるが、1万円を超えての立替は認められ
ない。
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＊50万以上の物品は、3社以上の競争見積が必要。

＊10万円までの支出は大学事務長までの承認が必要。
＊10万円超える支出は大学学長までの承認が必要。


